〇　本当の行政改革のあり方～心持ちから変える
· いわゆる「行革」といわれるものには、大きく４つの種類
1 行政の基本的なあり方やその姿勢、公務員の心持ちの問題などを問い直すこと

2 公共サービスの提供主体を見直し、新たな公共空間を形成すること
3 公共サービスそのものの水準や中味のあり方を見直すこと

4 経費の節減、合理化、事務事業や組織の見直しなど無駄を排除し、効率化すること
· ①について、佐賀県の知事（昔、職場に一緒に寝泊まりして仕事をした古川知事）は以下のように実にいいことを言っている

「まずは意識改革から始めた」

　　　電話に出たら、まず名前を名乗る

　　　県民の相談には、職員が「元気広場」（県民相談室、サロンのような所）

　　　に出向く

　　　現場で県民の実感をつかみ、スモールサクセスを積み重ねる

· ②については、必要な公共サービスについて、その提供主体が本当に行政（公務員）でなければならないかを原点に立ち返って点検する必要
· 実施主体は、民間、公益法人、NPO、ボランティア、自治会、個人などさまざまなものが考えられる

　　　・　　いわゆる公民連携とか住民との協働とかPPP言われていることもこの範疇
· その場合、主婦（家業に専念する被扶養配偶者）、団塊の世代の退職者、元気な高齢者は大いなる担い手として期待されるだろう
　　　・　　③については、社会経済情勢等の変化に応じて、受益と負担（サービスと税負担）との関係や住民間の公平確保といった観点から、住民と対話しながら公共サービスの見直しを行う必要
· ④については、事業部本部制の採用による庁内分権、人件費を含めた事業別予算の導入、市場化テストなどの大胆で革新的手法を採用する必要
· 狭い意味の「行革」から、より広い視点を含んだ「行革」へ進化させる必要（④→③→②）

· 最後は、魂を入れることが一番大切（①）
· 全国各地（第一回は東京、第二回は大阪で実施済、今後は九州、北海道などで計画中）で、内閣官房、内閣府、総務省の共催で「国・地方の行革コンペ」を実施中、今年度からはネット上でも実施予定

· 各都道府県でも実施してみてはどうか？
